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３．基本方針と土地利用ゾーニング図 

本事業における基本方針及びゾーニング図は以下のとおりである。 

 

 基本方針

３ 

地域防災力の向上による 

安全・安心な拠点づくり   

❶既存の野々市中央公園が有する防災機能に加え、新たな施

設整備による、新たな防災機能の導入についても検討を行

い、地域全体の防災力向上を図る。 

 

❷バリアフリーやユニバーサルデザインなど、災害時にも多

くの利用者を想定した整備を行うとともに、平時から防災

に関する市民の意識醸成を図る。 

 

❸公園全体をグリーンインフラとして捉え、災害時の避難場

所や大雨時の貯水池など防災力を高めるとともに、樹木な

どの自然が有する機能を活用し、CO2排出量の縮減や高温化

対策など都市の課題解決を図る。 

基本方針

４ 

既存施設も含めた 

公園機能の最適化      

❶老朽化が進行している公園施設においては、長寿命化計画

などに基づき、安全・安心に利用し続けることができるよう

適切な改修・維持管理を行う。 

 

❷新たな施設整備については既存施設とのバランスを考慮す

るとともに、市民だけでなく、多くの方々に利用されるよ

う、近隣にある類似施設との差別化を図り、野々市らしさを

創出する。 

 

❸これまでの市民活動をはじめ、今後も多くの市民活動がで

きるよう、多種多様なイベントや地域と一体となったボラ

ンティア活動などを促進し、市民の誰もが活動・活躍できる

場を整備する。 

基本方針

１ 

市民と豊かな自然が共生する 

憩いの空間づくり      

❶子どもたちの遊び場や高齢者の憩いの場など、公園としての

役割だけでなく、様々なスポーツ体験や市民の交流ができる

環境を整備し、市民にとって愛着のある公園整備を行う。 

 

❷子どもたちが大人になっても楽しめるよう、時代のニーズに

あった公園整備を行い、市民に利用され、市民が活躍できる

場を整備する。 

 

❸椿をはじめとした植栽・緑が充実した公園を整備し、多様な生

物が生息する環境を整え、豊かな自然と市民の憩いとが交流

する空間を創出する。 

基本方針

２ 

スポーツの振興による 

地域のにぎわい創出    

❶新たなスポーツ施設などの整備により、誰もが生涯にわたっ

て安全・安心にスポーツができる環境をハード・ソフトの両

面から提供し、市民の健康に対する意識醸成を図る。 

 

❷多様化する市民ニーズや変化するトレンドへ対応できる、時

代に応じた柔軟な整備により、様々なスポーツ・文化活動に

触れあう楽しさを体感し、地域全体のにぎわい創出を図る。 

 

❸市民が利用する施設を中心としながらも、プロスポーツの興

行など“みるスポーツ”の提供やイベント等の実施により、

スポーツ振興や交流人口の拡大を図る。 

■拡張整備ゾーン 

・防災機能を有したスポーツ施設 

・災害時にも活用可能なオープンスペース 

・健康に資する施設 

・子育てに資する施設 

・公園利用者のための利便施設 

■既存施設ゾーン 

・老朽化した施設の 

改修など 

・公園利用者のため 

の利便施設 

■既存公園ゾーン 

・子どもから高齢者まで、今後も引き続き 

利用できるような適切な維持管理 

・椿館や椿山などを活用した魅力の向上や 

にぎわい創出 

屋内スポーツ施設など 

屋外スポーツ施設

など 

多目的広場など 

土地利用ゾーニング図 


